
17-1 

東海第二発電所 新規制基準適合への対応状況(原子炉冷却材圧力バウンダリ(第17条)) 

設置許可基準規則解釈第1７条第1項第３号ロは、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続している配管（以下「接続配管」という。）のうち、通常時及び事故時ともに閉となるべきにもかかわらず、通常時又は事故時に

開となるおそれがある弁を有する配管については、原子炉側からみて、第2 隔離弁を含むまでの範囲を、クラス１機器である原子炉冷却材圧力バウンダリとすることを要求しているため、以下の事項について確認す

る。 

第十七条 発電用原子炉施設には，次に掲げるところにより，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。 

二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。 

三 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう，十分な破壊じん性を有するものとすること。 

四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。 

(解釈) 

第1７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

１ 原子炉冷却材圧力バウンダリは、次の範囲の機器及び配管をいう。 

一 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び制御棒駆動機構ハウジング等） 

二 原子炉冷却材系を構成する機器及び配管（ただし、加圧水型軽水炉においては一次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管、加圧器、一次冷却系配管及び弁等をいい、また、沸騰水型軽水炉においては、主

蒸気管及び給水管のうち原子炉側からみて第2隔離弁を含むまでの範囲とする。） 

三 接続配管 

イ 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ロ 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ハ 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち、ロ）以外のものは、原子炉側からみて、第1隔離弁を含むまでの範囲とする。 

ニ 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等もイ）に準ずる。 

  第3号に規定する「設計基準事故が発生した場合に用いる照明」とは、昼夜及び場所を問わず、発電用原子炉施設内で事故対策のための作業が生じた場合に、作業が可能となる照明のことをいう。なお、現

場作業の緊急性との関連において、仮設照明の準備に時間的猶予がある場合には、仮設照明（可搬型）による対応を考慮してもよい。 

ホ 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。 

２ 第1号に規定する「衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるもの」とは、原子炉停止系、原子炉冷却系、計測制御系、安全保護系又

は安全弁等の機能によって、原子炉冷却材圧力バウンダリの急冷・急熱及び異常な圧力上昇を抑制し、原子炉冷却材圧力バウンダリ自体は、その遭遇する温度変化及び圧力に対して十分耐え、異常な原子炉冷却材

の漏えい又は破損の発生する可能性が極めて小さくなるよう考慮された設計をいう。 

３ 第2号に規定する「原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するもの」とは、原子炉冷却材系に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関しては、原子炉冷却材圧力バウン

ダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、原子炉冷却材の喪失を停止させるため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離弁を設けた設計をいう。また、ここでいう

「原子炉冷却材の流出を制限する」とは、必ず流出を防止することを求めるものではなく、原子炉の安全上重要な計測又はサンプリング等を行う配管であって、その配管を通じての漏えいが十分許容される程度に

少ないもの、過圧防護の機能を持つ安全弁を設置するためのものについては、隔離弁を設けなくてもよいことをいう。 

４ 第３号に規定する「瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するもの」とは、脆性的挙動を示さず、かつ急速な伝播型破断を生じさせないことを意味する。（第３２条第2項において同じ。） 

５ 具体的な評価は「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和５９年１月１９日原子力安全委員会決定）等による。 
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第17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ 

１．設置許可基準規則第十七条 適合への対応状況 

設置許可基準規則/解釈 基準適合への対応状況 審査資料記載内容

（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

第十七条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子

炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（安全施設に属するもの

に限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

（解釈） 

第1７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

１ 

三 接続配管 

ロ 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時

閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含

むまでの範囲とする。 

１ について

原子炉冷却材圧力バウンダリは，次の範囲の機器及び配管とする。

（1） 原子炉圧力容器及びその付属物（本体に直接付けられるもの及び

制御棒駆動機構ハウジング等）

（2） 原子炉冷却材系を構成する機器及び配管（一次冷却材設備系配管

及び弁）

（3） 接続配管

a. 通常時開及び事故時閉となる弁を有するものは，原子炉側からみ

て，第二隔離弁を含むまでの範囲とする。

b. 通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉

となる弁を有するものは，第二隔離弁を含むまでの範囲とする。

c. 通常時閉及び事故時閉となる弁を有するもののうち，b. 以外のも

のは，原子炉側からみて，第一隔離弁を含むまでの範囲とする。

d. 通常時閉及び原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心

冷却系等も a.に準ずる。

e. 上記において「隔離弁」とは，自動隔離弁，逆止弁，通常時ロック

された閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。なお，通常時閉，事故時閉

となる手動弁のうち個別に施錠管理を行う弁は，開となるおそれが

なく，上記 c. に該当するものとする。

 (2) 拡大要否の検討  

   原子炉再循環系ＣＵＷ入口ドレンラインの隔離弁は，施錠によ

り弁ハンドルの固定が行われている手動弁である。したがって，当

該ラインの弁については，弁ハンドルの固定を行うことで弁の誤操

作防止措置を講じており，「通常時又は事故時において開となるお

それはない」ことから，原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲は拡大

されないことを確認した。  

   一方，残留熱除去系原子炉停止時冷却系供給ライン，残留熱除

去系原子炉停止時冷却系戻りラインに設置している隔離弁について

は，以下の理由から「開となるおそれ」が否定できない。  

ａ．残留熱除去系原子炉停止時冷却系供給ライン  

  第1隔離弁は原子炉圧力が高い場合には開とならないようインタ

ーロックを設けているが，中央制御室から遠隔操作する電動弁であ

るため，誤動作により開となるおそれがある。  

ｂ．残留熱除去系原子炉停止時冷却系戻りライン  

  第1隔離弁は逆止弁であるため，原子炉圧力が高い場合には開と

ならないが，原子炉圧力が低く，残留熱除去系ポンプが起動してい

る場合，開となるおそれがある。 

よって，残留熱除去系原子炉停止時冷却系供給ライン，戻りライ

ンについては，第1隔離弁から第2隔離弁を含むまでの範囲が新たに

原子炉冷却材圧力バウンダリとして拡大されることを確認した。 

【説明資料（17 条-6）】
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設置許可基準規則/解釈 基準適合への対応状況 審査資料記載内容

【説明資料（17条-別紙1-1）】 

【説明資料（17条-別紙2-1）】 

2.2 誤操作防止措置対象弁の運用及び管理について  

  原子炉再循環系ＣＵＷ入口ドレンラインの第1隔離弁（原子炉再循

環ポンプ（A）系ＣＵＷ入口ドレン弁及び原子炉再循環ポンプ（B）系

ＣＵＷ入口ドレン弁）は，弁ハンドルをチェーンで固縛した上で南

京錠を使用し施錠することで，通常時又は事故時において開となる

おそれがないよう管理している。 

施錠管理に用いる鍵の取扱いについては社内規程に定め，発電長

が保管，管理を行う。  

なお，当該弁は格納容器内に設置している手動弁であり，通常運

転中は所員用エアロック等が施錠され，窒素雰囲気であることから

弁操作場所へのアクセスができない。  

また，当該弁の定検中の管理については，従来から作業毎に作業
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設置許可基準規則/解釈 基準適合への対応状況 審査資料記載内容

票により適切に管理を行っており，原子炉起動前には弁状態確認（全

閉確認及びトルクチェック）を行っている。加えて，今後は，弁ハン

ドルをチェーンで固縛し，施錠を実施する。 

【説明資料（17条-8）】 

原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大範囲（以下「拡大範囲」という。）

となる残留熱除去系停止時冷却系供給ライン及び残留熱除去系停止時

冷却系戻りラインについては，従来クラス２機器としていたが，上記

b .に該当するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲としてクラス１

機器における要求を満足することを確認する。

拡大範囲については，クラス１機器供用期間中検査を行い，健全性を

確認する。

2.5 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の保全方法につ

いて  

  新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁については，

日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格2008年度版」（以下

「維持規格」という。）に基づくクラス1機器供用期間中検査に組込

み，検査を実施していく必要がある。  

  東海第二発電所では，新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる

配管・弁について，従来よりクラス1機器供用期間中検査に組込み

検査を実施していることを確認した。  

このため，拡大範囲の検査に変更はなく今後も継続して同様の検

査を実施する。 

当該配管と管台の溶接継手に対して、非破壊検査を全数継続的に

行い健全性を確認するとともに、クラス１機器としての供用期間中

検査を行うことを確認した。 

【説明資料（17条-13）】 
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設置許可基準規則/解釈 基準適合への対応状況 審査資料記載内容

  一及びニについて

 原子炉冷却材圧力バウンダリに属する機器及び配管は，原子炉施設

の寿命中を通じて高い信頼性を得るように材料を選択するとともに，

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において

生じると考えられる圧力，熱荷重，地震荷重等の必要な組み合わせに耐

え，かつ，機能を維持できる設計とする。

 通常運転時において，出力運転中，圧力制御系により原子炉圧力を

一定に保持する設計とする。原子炉起動，停止時の原子炉冷却材の加

熱・冷却速度を一定の値以下に抑え，また原子炉再循環ポンプに適切な

インターロックを設けて誤作動による熱衝撃を抑えること等ができる

設計とする。

 タービントリップ，主蒸気隔離弁閉止等の運転時の異常な過渡変化

時において，「主蒸気止め弁閉」，「主蒸気隔離弁閉」等の原子炉スクラ

ム信号を発する安全保護回路を設け，また主蒸気逃がし安全弁を設け

るなどにより，原子炉冷却材圧力バウンダリ過渡最大圧力が原子炉冷

却材圧力バウンダリの最高使用圧力の 1.1 倍以下となる設計とする。

 事故時において，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性が問題とな

る可能性があるものとして，制御棒落下がある。これについては「原子

炉出力ペリオド短」，「中性子束高」等の原子炉スクラム信号を発する安

全保護回路を設け，制御棒落下速度リミッタ，制御棒価値ミニマイザな

どの対策とあいまって，事故時の燃料の二酸化ウランの最大エンタル

ピを抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を確保できる設計と

する。

 また，原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力は，事故時において最高

使用圧力の 1.2 倍以下となる設計とする。

原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが

生じた場合において，原子炉冷却材の喪失を停止させるため，配管系

の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し，適切な隔離弁を設ける設

計とする。

2.3 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の配管・弁の仕様について 

  新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁の仕様を第2-2

表～第2-5表に示す。これにより，新たに原子炉冷却材圧力バウンダ

リとなる配管・弁の設計仕様が，従来の原子炉冷却材圧力バウンダ

リ内の系統の設計仕様（最高使用圧力，最高使用温度）と同じである

ことを確認した。  

  また，新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁の材料

がクラス1機器の材料として適切であることを確認した。 
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設置許可基準規則/解釈 基準適合への対応状況 審査資料記載内容

2.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の強度・耐震評価につい

て  

  新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる配管・弁について

は，従来クラス2としての強度・耐震評価を実施していたが，原子

炉冷却材圧力バウンダリ範囲の拡大に伴い，以下のとおり，クラ

ス1としての基準地震動Ｓsを用いた強度・耐震評価を行い，技術

基準規則の要求を満足していることを確認する。 

【説明資料（17条-10）】

 三について

 通常運転時，運転時の異常な過渡変化及び事故時における原子炉冷

却材圧力バウンダリの脆性的挙動及び急速な伝播型破断の発生を防止

するために，フェライト系鋼で製作する機器に対しては，設計，製作及

び水圧試験時に特別の注意を払う。

 設計及び製作においては，溶接部を含む使用材料に起因する不適合

や欠陥の介在を防止するため，材料仕様，溶接及び熱処理の管理を行う

とともに，非破壊検査及び破壊靭性の確認を行う。

 比較的低温で加圧する水圧試験時には，加える圧力に応じ，最低温

度の制限を加える。

供用期間中検査（溶接部等の非破壊検査，耐圧部の漏えい試験等）を

実施し，構成機器の構造や気密の健全性を評価し，また欠陥の発生の早

期発見のため漏えい検出系を設置して監視を行えるよう設計する。

 また，原子炉圧力容器の母材，熱影響部及び溶着金属については，試

験片を原子炉圧力容器内に挿入して，原子炉圧力容器と同様な条件で

照射し，定期的に取出し衝撃試験を行い破壊靭性の確認を行う。

2.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大に伴う配管，弁等の品質保証

及び検査内容の変更について

 (1) クラスに対する品質保証上の取扱いについて

  今回，新たに原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲拡大となる残留熱除

去系停止時冷却系供給ライン，戻りラインの配管，弁等について，製

造・据付時における重要度クラスによる品質保証上の違いについて整

理した。

 ａ．製造プロセス

  当該ラインの配管，弁について，製造メーカにおける製造プロセス

を確認した結果，クラス 1 機器とクラス 2 機器では，非破壊検査の項

目以外は製造時のプロセスは同一である。

第 2-7 表 メーカにおけるクラス 1 機器とクラス 2 機器の製造プロセス

の比較

※１：素材非破壊検査の要求が一部異なるが，それ以外の製造プロセスは同一

名称 製造メーカ 製造プロセス 製品構造，型番 

配管 素材メーカ クラス 1 機器として

の実績有 

クラス 1 機器と

同一※１

クラス 1機器と

同一 

管台 素材メーカ 同上 同上 同上 

エルボ 継手メーカ 同上 同上 同上 

弁 弁メーカ 同上 同上 同上 
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ｂ．据付プロセス

  当該ラインの据付を施工するメーカはプラントメーカのみであり，

据付時はクラス 1 機器及びクラス 2 機器においても同じ要領による作

業フローで実施しており，非破壊検査の項目以外は据付時のプロセス

は同一である。

  また，据付時の使用前検査及び溶接事業者検査の検査項目について

も重要度クラスでの差異はない。

  以上のことから，製造・据付プロセスにおいて，クラス 1 機器及び

クラス 2 機器での非破壊検査の項目は異なるが，当該ラインの配管，

弁等については，クラス 1 機器と同じ系統仕様，構造，型番であり，

同一の製造・据付プロセスであることから品質においてもクラス 1 機

器と同等であると考える。

 (2) 残留熱除去系停止時冷却系供給ライン，戻りライン配管及び弁の検

査項目について

  残留熱除去系停止時冷却系供給ライン，戻りライン配管及び弁の製

作・据付時における検査を第 2-8 表に示す。

ａ．配管・弁について

  当該ラインの配管・弁については，製造メーカにてクラス 1 機器に

要求される非破壊検査を実施していることを確認した。

 ｂ．溶接部について

  当該ラインの溶接部については，非破壊検査においてクラス 1 機器

との相違があるものの，以下の対応を実施することにより，クラス 1 機

器と同等であると考える。

・当該ラインの配管の周溶接継手の一部でＰＴの記録を確認できなか

った（クラス 2 配管に対する検査要求はＲＴのみで，ＰＴの要求はな

い）。よって，該当する溶接継手については念のためＰＴを実施し異

常のないことを確認した。なお，当該箇所は，供用前検査としてＵＴ

検査を実施しており，表面をグラインダ加工していることから，据付

け時も加工後のＰＴ検査を実施しているものと考えられる。

・当該ラインの配管には小口径配管（3／4B，1B）を接続する管台が溶

接されている。クラス 1 配管の管台溶接継手に対しては 1／2ＰＴが

要求されているが，従前はクラス 2 配管であったことから 1／2ＰＴ
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の要求はなく，供用後に同様の検査を実施することはできない。

しかし，管台溶接継手は据付時に最終層ＰＴ及び耐圧試験にて健全

性を確認しており，今後も漏えい試験で継続的に健全性を確認する。

（別紙 3 参照）

  以上から，新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる範囲は，非破

壊検査についてもクラス 1 機器と同等の検査を実施していると考え

る。

【説明資料（17条-21）】

 四について

通常運転時，原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏

えいは，格納容器床ドレン流量計及び格納容器機器ドレン流量計の測

定により検知できる設計とする。

 規制要求変更なし。


